
○
経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
七
日

通
商
産
業
省
令
第
四
十
号
）

〔
沿
革
〕
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
二
日
通
商
産
業
省
令
第
八
七
号
、
平
成
元
年
三
月
二

七
日
第
七
号
、
平
成
四
月
二
八
日
第
一
七
号
、
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
第
六

六
号
、
平
成
九
年
三
月
一
四
日
第
一
三
号
、
平
成
九
年
三
月
二
七
日
第
三
九

号
、
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
第
三
四
号
、
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
第

三
五
〇
号
、
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
、
平
成
一

六
年
一
月
一
九
日
経
済
産
業
省
令
第
一
号
、
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産

業
省
令
第
一
四
号
、
平
成
二
二
年
三
月
九
日
経
済
産
業
省
令
第
七
号

最
終
改
正

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

経

済

産

業

省

令

第

十

一

号

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
許
可
申
請
）

第
二
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
設
備
の
位
置
（
他
の
設
備
と
の
関
係
位
置
を
含
む
。
）
及
び
事
業
所
付
近

の
状
況
を
示
す
図
面

二

従
業
員
の
雇
用
及
び
配
置
の
状
況
並
び
に
従
業
員
の
技
術
的
能
力
を
説
明
し
た

書
面

三

製
造
方
法
の
概
略
を
説
明
し
た
書
面

四

生
産
計
画
及
び
主
な
販
売
先
ご
と
の
販
売
予
定
数
量
を
記
載
し
た
書
面

五

貯
蔵
方
法
及
び
運
搬
方
法
を
説
明
し
た
書
面

六

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

事
項
証
明
書

七

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務

を
行
う
役
員
）
が
法
第
十
九
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

八

最
近
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

九

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理

的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
製
造
設
備
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
）

第
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

二
に
よ
る
申
請
書
に
変
更
内
容
明
細
書
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
製
造
事
業
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三

に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
輸
入
の
許
可
申
請
）

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
の
属
す
る
国
名
又
は
地
域
名
、
陸
揚
げ
予
定

期
日
、
輸
入
港
名
並
び
に
主
な
販
売
先
ご
と
の
販
売
予
定
数
量
を
記
載
し
た
書
面

二

貯
蔵
方
法
及
び
運
搬
方
法
を
説
明
し
た
書
面

三

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

事
項
証
明
書

四

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務

を
行
う
役
員
）
が
法
第
十
九
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
使
用
の
届
出
）

第
五
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
使
用
計
画
及
び
第
一
種
特
定
化
学
物
質
等
（
法

第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
主
な
販
売
先
ご
と
の
販
売
予
定
数
量
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
経
済
産
業



大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
届
出
使
用
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
の
三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
六
に
よ
る
届
出
書
に
変
更
内
容
明
細
書
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
、
許
可
輸
入
者
又
は

届
出
使
用
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届

出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
、
許
可
輸
入
者
又
は
届

出
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
人
以
上
の
相
続
人
の
全
員

の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
書
面
及
び
戸

籍
謄
本

二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
、
許
可
輸
入
者
又
は
届

出
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
許
可
製
造
業
者
、
許
可

輸
入
者
又
は
届
出
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の

登
記
簿
の
謄
本

（
帳
簿
）

第
七
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
帳
簿
に
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
及
び
事
業
所

ご
と
に
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
、
在
庫
数
量
及
び
販
売
先
ご
と
の
販

売
数
量
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
所
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前

項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
帳
簿
は
、
閉
鎖
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
届
出
使
用
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

中
「
製
造
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
数
量
」
と
、
「
在
庫
数
量
」
と
あ
る
の
は
「

保
管
数
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
七
条
の
二

前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気

的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。

）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

記
録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ

た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
届
出
使
用
者
に
準
用
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
八
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
許
可
製
造
業
者
又
は
届
出
使
用
者
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
九
条

許
可
製
造
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
に

お
け
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
月
別
製
造
数

量
、
月
別
在
庫
数
量
及
び
販
売
先
ご
と
の
月
別
販
売
数
量
を
記
載
し
た
報
告
書
を
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
届
出
使
用
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
」
と

、
「
月
別
製
造
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
月
別
使
用
数
量
」
と
、
「
月
別
在
庫
数
量
」

と
あ
る
の
は
「
月
別
保
管
数
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
化
学
物
質
等
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
九
条
の
二

法
第
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
及
び
第
二
十
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
化
学
物
質
の
名
称

二

一
般
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

２

法
第
八
条
第
一
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
（
第
二
十
条
の
二
の
規



定
に
基
づ
き
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す

る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
と
き
又
は
第
二
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
を
行
う
と
き
は
、
七
月
三
十
一
日
ま
で
）

に
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
優
先
評
価
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
九
条
の
三

法
第
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

優
先
評
価
化
学
物
質
の
名
称

二

優
先
評
価
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

三

優
先
評
価
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
優
先
評
価
化
学
物

質
を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
優
先
評
価
化
学
物
質
を
輸
入
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
優
先
評
価
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域
名

２

法
第
九
条
第
一
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
（
第
二
十
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
と
き
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
光
デ
ィ
ス

ク
に
よ
る
届
出
を
行
う
と
き
は
、
七
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
様
式
第
十
二
に
よ
る
届

出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
監
視
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

監
視
化
学
物
質
の
名
称

二

監
視
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

三

監
視
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
監
視
化
学
物
質
を
製
造
し

た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
監
視
化
学
物
質
を
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
監
視
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域
名

２

法
第
十
三
条
第
一
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
（
第
二
十
条
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
と
き
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
光
デ
ィ

ス
ク
に
よ
る
届
出
を
行
う
と
き
は
、
七
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
様
式
第
十
三
に
よ
る

届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
製
造
数
量
等
の
公
表
の
例
外
）

第
十
一
条

法
第
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
百
ト

ン
と
す
る
。

２

法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト
ン
と

す
る
。

（
有
害
性
の
調
査
の
指
示
等
の
対
象
と
な
る
者
）

第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
試
験
成
績
を
記
載

し
た
資
料
の
提
出
の
要
求
の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
要
求
に
係
る
優
先
評
価
化
学
物

質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有
害
性
の
調
査
の
指
示

の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
調
査
に
係
る
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を

営
ん
で
い
た
者
と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
届
出
）

第
十
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名
称

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
出
荷
予
定
数

量
三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種

特
定
化
学
物
質
を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特
定
化
学
物

質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
が
製
造
さ

れ
る
国
名
又
は
地
域
名

２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
届
出
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
第
二
種
特
定
化
学

物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
又
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（



以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
一
月
前
ま
で

に
様
式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３

当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
指
定
の
日

（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
を
含
む
年
度
（
以
下
「
指
定
年
度
」
と
い
う
。
）

及
び
指
定
年
度
（

指
定
日
が
当
該
指
定
年
度
の
末
月
又
は
そ
の
前
月
に
含
ま
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
翌
年
度
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
法
第
三
十

五
条
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当

該
年
度
に
お
い
て
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
又
は
当
該
第

二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（

以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造

等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
一
月
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
に
お
い
て
当

該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
若
し
く
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学

物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（
以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
日
の
一
月
前
の
日
又
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
若
し
く
は
第
二
種
特
定

化
学
物
質
使
用
製
品
の
指
定
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
」

と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

十
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名
称

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
前
年
度
の
出

荷
数
量

三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学

物
質
を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第

二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定

化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域

名

２

法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
（
第
二
十
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
と
き
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
光
デ

ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
を
行
う
と
き
は
、
七
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
様
式
第
十
三
に
よ

る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
収
去
証
）

第
十
五
条
の
二

法
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

省
の
職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の

職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
は
、
披
収
去
者
に
様
式
第
十
五
に
よ
る
収
去
証

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
証

明
書
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

機
構
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
四
十
四
条
第
八
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第

十
七
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
議
長
と
し
て

主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十
五

日
前
ま
で
に
、
件
名
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
事
案
の
要
旨
を
審
査

請
求
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ

う
と
す
る
者
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
意
見
の
概
要
及
び
そ
の

事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
事
実
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り

そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
意
見
聴

取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
そ
の
期
日
の
三
日

前
ま
で
に
指
定
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
関



係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
参
考
人
に
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

６

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

た
者
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
最
初
に
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
審
査
請
求

の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、

議
長
は
、
審
査
請
求
書
の
朗
読
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

９

意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る

と
き
、
又
は
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
乱
し
、
若

し
く
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
そ
の
発
言

を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

審
査
請
求
人
又
は
利
害
関
係
人
の
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
議

10
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
及
び

11
場
所
を
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
意
見

聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

削
除

第
十
九
条

削
除

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
等
）

第
二
十
条

法
第
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
二

項
の
届
出
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
申
請
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
届
出
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通

信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届

出
等
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も

の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力

す
る
こ
と
に
換
え
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書

面
等
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
（
届
出
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に

お
い
て
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
つ
て
、
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行

う
と
き
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
（
以
下
「
書
面
届
出
等
様
式
」
と
い
う

。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
届
出
等
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
日
付
、
届

出
等
を
行
う
相
手
方
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
者
の
住
所
、
届
出
等
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
届
出
等
を

行
う
旨
の
表
示
を
記
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
様
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

書
面
届
出
等
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

当
該
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
事
項

で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
い
た
も
の

２

前
項
の
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者

が
電
子
署
名
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が

当
該
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作

成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
電
子
証
明



書
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
一
般
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
に
係
る
特
例

）

第
二
十
条
の
二

法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三

十
五
条
第
六
項
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行

う
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
出

を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
お

い
て
記
載
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
た
署
名
等
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技

術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
届
出
者
等
コ
ー
ド
を
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
電

子
計
算
機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
届
出
者
等
コ
ー
ド
）

第
二
十
一
条

第
二
十
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
者
等
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
八
に

よ
り
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た

者
に
届
出
者
等
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
等
を
行
つ
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又

は
届
出
者
等
コ
ー
ド
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第

十
九
又
は
様
式
第
二
十
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
等
の
方
法
）

第
二
十
二
条

第
九
条
の
二
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
規
定
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は

Ｘ
六
二
四
一
若
し
く
は
Ｘ
六
二
四
五
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光

デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
第
二
十
一
の
光
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
二
日
通
商
産
業
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
元
年
四
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

。

附

則

（
平
成
九
年
三
月
一
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則

（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
か
ら

様
式
第
八
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
（
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
の
改
正
規
定
（
「
通
商
産

業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
様
式
第
十
四
か
ら

様
式
第
十
六
ま
で
の
改
正
規
定
（
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め

る
部
分
及
び
「
通
商
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
」
を
「
経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
中
経
済
産
業
省
関

係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
八
条
及
び
第

十
九
条
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
九
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平

成
十
五
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附

則

（
平
成
二
二
年
三
月
九
日
経
済
産
業
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規

定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
七
年
三
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
十
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


